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大学評価・学位授与機構は、 

平成３年７月１日に国立学校設置法に基づく 

国の機関として学位授与機構が設置され、 

平成１２年４月１日に大学評価・学位授与機構へと改組後、 

平成１６年４月１日に独立行政法人として発足しました。 

本機構は、評価事業と 

学位授与事業の２つの事業を行っています。 

平成22年5月 

短期大学機関別認証評価に関するお問い合わせは 

評価第１課　　　   042‐307‐1667、1668

独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施する 



短期大学機関別認証評価 

短期大学の教育研究活動等の質を保証します。 

評価結果をフィードバックすることにより、各短期大学の教育研究活動等の改善に 
役立てます。 

短期大学の教育研究活動等の状況について、社会に対し説明責任を果たし、 
広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していきます。 

短期大学の教育活動を中心として、短期大学の教育研究活動等の総合的な状況を評価するために、
１１の基準で構成しています。 
１１の基準は、短期大学の教育研究活動等の総合的な状況を考慮し短期大学として満たすことが必
要と考えられる内容を規定しており、全ての短期大学を対象としています。 
各基準には、基準を設定した意義・背景等を説明する「趣旨」を記載するとともに、その内容を踏ま
え、教育活動等の状況を分析するための「基本的な観点」を設けています。 
「基本的な観点」に加えて、短期大学の目的に照らして、独自の観点を設定することもできます。 

基準１　短期大学の目的 
目的の明確性、適合性／  
目的の短期大学構成員への周知、社会への公表 

 
基準２　教育研究組織（実施体制） 

教育研究に係る基本的な組織構成／  
教育活動を展開する上で必要な運営体制 

 
基準３　教員及び教育支援者 

教員の配置／教員の採用及び昇格等／  
教育の目的を達成するための基礎となる研究活動／
教育支援者の配置 

 
基準４　学生の受入 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の明確性、
公表・周知／入学者受入方針（アドミッション・ポリシ
ー）に沿った受入／実入学者数と入学定員 

 
基準５　教育内容及び方法 

○ 短期大学士課程 
教育課程／授業形態、学習指導法等／  
成績評価、単位認定、卒業認定 

○ 専攻科課程 
教育課程／授業形態、学習指導法等／  
研究指導／成績評価、単位認定、修了認定 

基準６　教育の成果 
目的に照らした教育の成果や効果 

 
基準７　学生支援等 

履修指導、学習支援／自主的学習支援の環境、学生
の活動に対する支援／学生の生活・就職等に関する
支援等 

 
基準８　施設・設備 

教育研究組織・教育課程に対応した施設・設備／  
図書等資料の系統的整備 

 
基準９　教育の質の向上及び改善のためのシステム 

教育の状況を点検・評価し、それに基づき改善・向上を図る
体制／教員、教育支援者等の資質向上を図るための取組 

 
基準１０　財務 

財務基盤／収支計画等／財務監査等 
 
基準１１　管理運営 

管理運営体制及び事務組織／管理運営方針の明確性、
各構成員の責務と権限の明確性／短期大学の活動の
総合的な状況の自己点検・評価、結果の公表 

評価の基本的な方針 

評価の目的 

短期大学評価基準の内容 

短期大学評価基準の構成 

認証評価とは別に、短期大学の活動等を評価するための選択的評価事項を定めており、短期大学の希望に応じて評価を実施します。 
【選択的評価事項A】研究活動の状況 【選択的評価事項B】正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 
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短期大学は、教育研究等の状況について、一定期間ごとに文部科学大臣から認証を受けた

評価機関による評価（認証評価）を受けることが義務づけられています。 

（学校教育法第109条） 

認証評価スケジュール 

評価実施前年度 評価実施前年度 

短期大学 

評価実施年度 評価実施年度 

意見の申立ての手続き 

評価結果の確定（注） 

自己評価書の提出 

機構における評価の実施 

評価結果（案）の通知 
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※具体的なスケジュール等については、今後、認証評価委員会等で検討し、公表していきます。  
（注）短期大学評価基準を満たしていないと判断された短期大学は、評価実施年度の翌々年度までであれば、満たしていないと判断された基準に限定し

て追評価を受けることができます。 
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教育活動を 
中心とした評価 

各短期大学の個性の 
伸長に資する評価 
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